
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和２年５月２６日 

東広島市長 髙垣  

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 令和２年度東広島北部学校給食センター排気フード清掃業務 

（２）物品・委託役務管理番号 13020015 

（３）物品委託役務内容 東広島北部学校給食センター調理場の排気フードの清掃を行うもの。 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和３年３月３１日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 東広島北部学校給食センター 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 業務委託契約約款（役務の提供を受けるもの） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 平成 29年 1月 1日～平成 32年 12月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

建築保全＞空調ダクト清掃<日常>点検 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

東広島市内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年８月２６日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入
札公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

（1）東広島市建築物維持管理（その他業務）共通標準事項を適用する。 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和２年５月２６日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和２年５月２６日～ 

令和２年６月１５日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和２年５月２６日～ 

令和２年６月２日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 学校教育部 東広島北部学校給食センター（発注担当課） 
 東広島市福富町久芳４３６１番地１ 
 電話番号 082-430-1112  ／ファックス番号 082-435-3330 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和２年６月５日～ 

令和２年６月１５日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和２年６月１１日～ 

令和２年６月１２日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 
特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調

達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和２年６月１５日 

午前 10 時 50 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７



令和２年度東広島北部学校給食センター排気フード清掃業務仕様書 

 

１ 業務名 

令和２年度東広島北部学校給食センター排気フード清掃業務 

 

２ 履行場所 

  東広島北部学校給食センター 

 

３ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和３年３月３１日まで 

清掃作業を下記の期間に各１回ずつ実施する。具体的な実施時期は、給食調理を

行わない日（土日）とし、双方が協議し決定する。 

１回目：契約締結日の翌日から令和２年８月２３日 

２回目：令和３年２月１日から令和３年３月３１日 

 

４ 対象施設の概要 

（１）施設名  東広島北部学校給食センター 

（２）場 所  東広島市福富町久芳４３６１番地１ 

（３）施設概要 

① 敷地面積    11476.29㎡ 

② 建物面積    延べ 2651.79㎡ 

③ 構  造    鉄骨造平屋建て 

④ 調理能力    5,000食 

 

５ 対象となる設備（詳細は別紙フードリスト及び図面を参照） 

  場  所 数 量 

１ 煮炊き調理室（ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ上） １基 

２ 煮炊き調理室（釜上） ９基 

３ アレルギー食調理室 ３基 

４ 揚物・焼物調理室 １基 

 

６ 業務内容（必要に応じ洗浄及び乾燥も含む） 

（１）対象設備のダクトカバー清掃 

（２）対象設備のフード及びオイルフィルター清掃 

（３）ダクトカバー内側フィルター清掃 

（４）ダクトカバー内排気扇清掃 

（５）フードに付随するパイプの清掃（パイプ内部） 

（６）その他当該周辺部及び付属品清掃 

 



７ 業務における注意事項 

（１）調理場であることを充分認識し、衛生管理に努めること。特に厨房機器の衛生

保全に注意すること。 

（２）調理場に入場の際は、センター職員の指示に従って白衣、帽子、マスク及び専

用の靴を着用することとし、その場合の調理衣等の費用は、受注者の負担とする。

（新品又は必ず洗い替えをしたものを使用すること。） 

（３）調理場に入る者は腸内細菌検査（赤痢菌・サルモネラ・腸チフス・パラチフス・

腸管出血性大腸菌（O－26,111,128,157））を実施し、作業実施前に検査結果の写

しを提出すること。検査の結果、いずれかの検査項目が陽性であった場合は速や

かにセンターに報告し、該当検査項目の陰性が確認されるまでの間、当該業務従

事者については、本業務に従事させないこと。 

（４）調理場に入る前に、履物及び工具などの消毒を済ませ作業をすること。 

（５）作業日程・時間については、センター内の点検作業、準備作業と調整のうえ実

施する必要があるため、別途協議により決定する。 

（６）フィルター及びパイプの洗浄をする際は分解し、部材の洗浄は調理室外の施設

で作業すること。また、作業に伴い発生する汚水は、調理室外で流すこと。 

 

８ 部分払 

（１）本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。 

履行区分 支払金額 支払種別 

１回目 円 部分払 

２回目 円 完了払 

（２）部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなけ

ればならない。 

 

９ その他 

（１）業務に伴う消耗品や用具（白衣・帽子・マスク・室内作業靴・除菌アルコール・

手袋等衛生用品）・足場（ローリングタワー・養生シート・損害補償保険）等は

受注者の負担とする。 

（２）業務終了後、実施報告書を提出すること。実施報告書には、使用機材、薬剤等

の数量表、作業前後の写真を添付し、作業工程がわかるようにすること。 

（３）本業務において必要となる電気、水道用水は履行場所の設備に接続して使用で

きるものとし、受注者に費用の負担を求めないものとする。 

 

10 問い合わせ先 

東広島市教育委員会 学校教育部 東広島北部学校給食センター 業務係 

   ＴＥＬ ０８２－４３０－１１１２ 

   ＦＡＸ ０８２－４３５－３３３０ 



W D H 消費量Q（G） BO・KQ（G） 消費量Q（E） BO・KQ（E） 面速V 3600VA

kw ㎥／h kw ㎥／h m／s ㎥／h ㎥／h

① 2400 1500 1300 スチームコンベクションオーブン 電気 34.6 1038 0.3 3888 4000 ○ 1 ドレン受け

水抜き

②－１ 2350 1950 850 高効率蒸気回転釜 蒸気 0.3 4949 5000 ○ 8 2重フード

ドレン勾配

②－２ 2050 1700 850 高効率蒸気回転釜 蒸気 0.3 3764 4000 ○ 1 2重フード

ドレン勾配

600 1950 850 照明用化粧BOX 3

1250 1950 900 照明用化粧BOX 3

1250 1950 850 照明用化粧BOX 2

600 1950 900 照明用化粧BOX 2

1350 1950 850 照明用化粧BOX 1

800 1950 900 照明用化粧BOX 1

③ 1200 750 600 電磁調理器 電気 10 300 0.3 972 1000 ○ 3 ドレン受け

水抜き

④ 5450 1700 1400 連続式揚物機 ガス 186 5468 0.4 13342 14000 ○ 1 2重フード

ドレン勾配

※K（理論廃ガス量）＝0.93m／（kw／h）

※フードは全てSUS製とする。

※グリスフィルタを取付けるフードにはファイヤーシャッターを取付ける。

※フード下端に照明取付用の金物を取付ける事。

※フード板厚は1.0㎜以上とする。

※フード番号②・④にはドレンコックよりSUS配管立ち下げ施工。

フード
番号

　フードリスト

電気消費量による算出 面速による算出
決定風量 グリス

フィルタ
個数 備　　考

フード寸法

mm

器具名 熱源

燃焼ガスによる算出
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